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第１ 国指定鳥獣保護区の現状

１ 名称 国指定西之島鳥獣保護区

２ 設定区分 集団繁殖地の保護区

３ 場所及び区域 東京都小笠原村西之島（別図参照）

４ 面積 鳥獣保護区 ２９ｈａ

うち特別保護地区 ２９ｈａ

所有別面積内訳

国有地 ２６ｈａ（＊）

（＊）西之島は１９７３年の火山活動により島の形

状が著しく変わり、現在の総面積は２９ｈａで

あるが国有地面積の合計とは一致しない。

５ 他の法令による規制関係

・ 自然公園法

小笠原国立公園

特別保護地区 ２９ｈａ

６ 鳥獣保護区の存続期間

（ ）平成２０年８月１日から平成３９年１０月３１日まで １９年３か月間

７ 鳥獣の生息環境

（１）地形・地質

西之島は、第４紀の海底火山の活動によって形成された。他の小笠原

諸島と同様に、島が成立して以来、一度も大陸と陸続きになったこと

がない海洋島である。

標高２５ｍの平坦な円形の島であり、１９７３年の海底火山の噴火に

より発生した東側の新島部分と西側の旧島部分とが噴火堆積物で繋が

り形成されている。

地質は新旧両島部が溶岩であり、両島を繋ぐ平坦部は砂礫質である。

新島台地部分は、溶岩の風化が進んでおらず土壌がない状態である。

島の南部の新島低地には池が存在する。
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（２）植生

西之島の植物相は現在スベリヒユ等６種の草本類・低木が確認されて

おり、すべて広域分布種である。噴火後の１９８０年の調査ではオヒ

シバ、スベリヒユ、イヌビエ、グンバイヒルガオの４種が確認されて

おり、その後ハマゴウ及びツルナの海流散布植物２種が新たに定着し

たと考えられ、今後も新たな種が定着する可能性がある。植生は旧台

地上が植被率約５０％、新島低地が２０％、新島台地は見られない。

島全体を見ても草本類の群落が主であり森林は形成されていない。

地史的に若く海底火山の噴火の影響も受けている西之島の植物相は、

小笠原諸島と比べると貧弱ではあるが、植生は外来植物が進入してい

ない自然度の高い状態であり、噴火後の海流散布による新規定着種の

侵入経過を知る貴重な環境といえる。

（３）昆虫類

既往の調査結果から、オオシワアリ、オオズアカアリ、アカタテハ、

トビカツオブシムシ、ハサミムシの一種、カメムシの一種（ナガカメ

ムシ科 、シロオビノメイガ、ハエの一種（イエバエ科 、ウスバキト） ）

ンボの生息が確認されている。

西之島は総合的な動物相全体の調査がなされていないため、今後あら

たな種の生息確認が予想される。

（４）甲殻動物

アカカクレイワガニ、スネナガイワガニ、アカアシイワガニ、ミナミ

スナガニの生息が確認されている。

８ 鳥獣の生息動向（別表参照）

当該地域は、小笠原諸島父島の西方約１３０ｋｍに位置し、これまでに

２６種の鳥類が記録されている。１９９１年及び２００４年の調査におい

て確認されている鳥類は１２種であり、そのうち９種類の海鳥について繁

殖が確認されている。小笠原諸島で現在繁殖が確認されている海鳥は１５

種類であることを考えると西之島ではその６０％の種が繁殖していること

になり、２９ と小さい島であるが海鳥相が非常に豊かである。ha

９ 鳥獣の捕獲状況

当該区域内での鳥獣捕獲実績はない。
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第２ 国指定鳥獣保護区の指定目的等

１ 指定目的

西之島鳥獣保護区は、東京都の南方約１，０００ｋｍ、小笠原諸島父島

の西方約１３０ｋｍに位置する西之島の全域である。

西之島は、南北約０．６ｋｍ、東西約０．７ｋｍほどの海洋島である。

西之島は、最高地点の標高が２５ｍと平坦であり、溶岩により形成された

旧島台地及び新島台地並びにそれらをつなぐ火山堆積物により形成された

砂礫質の低地からなる。その植生については、旧島部分及び低地部分にお

いては草本群落が見られるものの、１９７３年の火山噴火により形成され

た新島台地部分においては植生は確認されていない。また、西之島は入植

されたことがなく無人島である。

このような自然環境を反映して、当該区域には環境省が作成したレッド

リストに掲載されている絶滅危惧ＩＢ類のアカオネッタイチョウ、絶滅危

惧Ⅱ類のアオツラカツオドリ、オオアジサシ及びオーストンウミツバメを

始め、カツオドリ、オナガミズナギドリ、セグロアジサシ等の海鳥類の集

団繁殖が多く確認されている。

このように、当該区域は、海鳥類の集団繁殖地として重要であることか

ら、当該区域を集団繁殖地の保護区として、鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２８条第１項に規定する鳥獣

保護区に指定し、当該区域において集団で繁殖する鳥類の保護を図るもの

である。

２ 保護管理業務の実施に当たっての留意事項

（１）集団繁殖地としての管理方針

当該区域は無人島のため、集団繁殖地の環境は現状のまま保全するこ

とを基本とし、漂流・漂着ゴミ、侵略的外来種等の鳥類の生息に悪影響

を与える環境変化について情報収集を行うことにより、環境変化が発生

した場合において早期に適確な対応ができるよう努めるものとする。

（２）関係機関及び地域との連携

本保護区の保護管理に当たっては、国、東京都、小笠原村と情報を共

有し、密接に連携して取り組みを行うこととする。
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第３ 許認可に関する事項

１ 法第９条 第１項に基づく鳥獣捕獲の許可

「 」 。鳥獣捕獲許可等取り扱い要領について に基づき処理するものとする

２ 法第３７条に基づく劇薬等の使用許可

「 」 。鳥獣捕獲許可等取り扱い要領について に基づき処理するものとする

第４ 施設の整備及び管理に関する事項

１ 鳥獣保護区の保護及び利用に必要な施設

当該区域は無人島で一般の立入りはないため、施設の整備は行わない。

２ 鳥獣保護区の標識等

西之島は無人島で一般利用者の立入りはないため、特に標識及び案内板

の整備は行わない。

第５ その他管理に必要な事項

上記のとおり、西之島は歴史が浅く、陸化直後の植生から遷移が進み、

生態系が複雑化していくものと予想され、学術的に貴重な場所である。こ

のため、研究者、関係機関等と連携し、遷移による植生変化、これに伴う

海鳥類の生息及び繁殖状況の変化を定期的に把握するよう努める。また、

上陸及び周辺海域の調査等の際には、人為的な外来種の侵入が起こらぬよ

う特に配慮が必要である。
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別表

鳥類
（噴火は 年。●は繁殖○は非繁殖記録）1973

目 科 種または亜種 種指定等 噴火前 噴火後

ミズナギドリ アホウドリ アホウドリ VU 国内／特天 ●
クロアシアホウドリ ●

ミズナギドリ アナドリ ● ●
オナガミズナギドリ ● ●
コミズナギドリ （○）

ウミツバメ オーストンウミツバメ VU ●

ペリカン ネッタイチョウ アカオネッタイチョウ EN ●
シラオネッタイチョウ ○

カツオドリ カツオドリ ● ●
アオツラカツオドリ VU ●
アカアシカツオドリ EN ○

コウノトリ サギ コサギ ○

カモ カモ カモSP. ○

ツル クイナ ツルクイナ ○

チドリ チドリ コチドリ ○
シロチドリ ○
ムナグロ ○

シギ キョウジョシギ ○
トウゾクカモメ クロトウゾクカモメ ○
カモメ オオアジサシ VU ● ●

セグロアジサシ ● ●
クロアジサシ ● ●

スズメ ツバメ ツバメSP. ○
セキレイ キセキレイ ○
ツグミ ジョウビタキ ○

イソヒヨドリ ○

15 17合計（種） ２６

（注）
１ この資料は「平成17年度国指定鳥獣保護区指定に関する調査（西之島）報告書」
独立行政法人森林総合研究所（平成18年３月）より作成したものである。

２ 種の指定等の要件は次のとおりである。
特天：国指定特別天然記念物
レッドデ－タブック（平成１４年環境省）

CR：絶滅危惧ⅠA類、 EN：絶滅危惧ⅠB類、 VU ： 絶滅危惧Ⅱ類、
NT：準絶滅危惧種、 DD：情報不足、 LP：絶滅のおそれのある地域個体群

国内： 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」による「
国内希少野生動植物種

資料３



資料４

申請書類の進達ルート（関東地方環境事務所管内）

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

申請者

①申請 ⑤許可証交付

小笠原自然保護官事務所

②起案
③進達 ④許可証交付

関東地方環境事務所
野生生物課


